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東日本大震災津波における仮置場の設置状況等 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

◆ 民有地からの災害廃棄物撤去 

平成 23 年３月 25 日付で、被災者生活支援特別対策本部長及び環境大臣の連名で「東北地方太

平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針について」が通知され、同指針において、

可能な限り土地所有者の承諾を得ることが望ましいとしつつも、私有地への一時的な立入や、倒

壊してがれき状態になっている建物撤去について所有者の承諾をえることなく実施してよいとい

う方針が示され、市町村では、この指針に準拠して災害廃棄物の撤去を実施した。 

また、一部被災市町村では、他自治体による派遣職員を活用して、土地所有者への災害廃棄物

の撤去の承諾確認作業を一定期間専門に行う職員を配置した。 

 

 

◆ 岩手県内の災害廃棄物仮置場 

 

市町村 
一次仮置場 

（設置数） 

二次仮置場 
計 

設置数 面積 借地内容 

洋野町 ５ ０ - - ５ 

久慈市 ６ ０ - - ６ 

野田村 15 １ 0.7 ha 公有地、民有地 16 

普代村 ２ ０ - - ２ 

田野畑村 ３ ０ - - ３ 

岩泉町 １ ０ - - １ 

宮古市 ７ ２ 13.7 ha 公有地、民有地 ９ 

山田町 12 １ 22.0 ha 公有地、民有地 13 

大槌町 25 １ 5.2 ha 公有地、民有地 26 

釜石市 11 ２ 18.9 ha 公有地、民有地 13 

大船渡市 18 １ 16.0 ha 公有地 19 

陸前高田市 ５ １ 6.0 ha 公有地、民有地 ６ 

計 110 ９ 82.5 ha  119 

 

 

◆ 東日本大震災津波における二次仮置場の設置状況 

 

市町村 二次仮置場名 
県への事務

委託の有無 
面積（ha） 借地内容 

①野田村 米田二次 有 0.7 村有地・県有地・民有地 

②宮古市 藤原ヤード 有 6.2 県有地・民有地 

③宮古市 運動公園 有 7.5 市有地 

④山田町 船越 有 22.0 町有地・民有地 

⑤大槌町 大槌町二次 有 5.2 町有地・民有地 

⑥釜石市 板木山 無 4.7 市有地・民有地 

⑦釜石市 片岸 無 14.2 市有地・民有地 

⑧大船渡市 永浜・山口 無 16.0 県有地 

⑨陸前高田市 沼田 無 6.0 市有地・民有地 
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仮置場のレイアウト例等 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 
【技1-14-5 仮置場の確保と配置計画にあたっての留意事項】  

 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 

【技1-14-1 仮置場の分類】 

【技1-14-4 仮置場の必要面積の算定方法】 

【技1-14-2 阪神・淡路大震災における仮置場の設置状況】  

【技1-14-3 東日本大震災津波における仮置場の設置状況】  

【技1-14-6 仮置場の運用にあたっての留意事項】 

【技1-13-1 必要資機材】  

【技 1-14-8 仮置場の復旧】 
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混合廃棄物処理フローの例 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 
【技1-16-3 選別・処理の方法】  

 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 

【技 1-18-1 再資源化の方法（例）】 

【技1-11-3 処理フロー】  

【技 2-11-5 水害廃棄物の処理の事例】 

【技1-20-2 海水を被った木材等の処理】  

【技1-20-4 コンクリート、アスファルト類の処理】  

【技1-20-8 廃自動車の処理】  

【技1-20-9 廃バイクの処理】  

【技1-20-10 廃船舶の処理】  

【技1-20-12 農林・畜産廃棄物の処理】  

【技1-20-13 津波堆積物の処理】  

【技1-20-18 漂着した災害廃棄物の処理】  

【技 1-20-19火災廃棄物の処理】 
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廃棄物種類毎の処理方法・留意事項等 

出典：災害廃棄物対策指針 
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東日本大震災津波における破砕選別等業務の委託 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

県受託（久慈地区、宮古地区、山田地区、大槌地区）の破砕・選別業務 

災害廃棄物を処理期限である平成 26 年３月 31 日までに処理を終えるために、セメント資源

化・焼却・埋立て等の処理をしなければならなかった。そのためには当該施設で処理できるよう、

柱材・角材、可燃系混合物、不燃系混合物については一次仮置場で粗選別を行った後、二次仮置

場での破砕・選別しなければならなかったことから、この破砕・選別等業務の委託業者を早期に

選定する必要があった。 

しかしながら、過去に前例の無い業務であり、しかも標準的な積算基準が無かったことから、

県が受託した各地区については先行していた宮城県の事例を参考として、企画提案（プロポーザ

ル）方式により業者を選定した。 

 

１ 企画提案の基本的事項 

項 目 内 容 

業者選定にあたっての基

本的な考え方 

・災害廃棄物の迅速かつ適正な処理が得られること。 

・地元企業の活用、地元雇用の確保に資すること。 

・委託者である市町村の意向を踏まえたものであること。 

プロポーザル方式を採用

した理由 

・各企業の創意工夫を活かした、より良い企画提案を得るため。 

・業者選定に当たり、県内企業の活用、地元雇用の確保などの地域振興要件につい

て総合的に勘案することが可能であるため。 

・ＷＴＯ協定（3,000 万円超の委託契約は、原則として一般競争入札とすること）

の趣旨を踏まえつつ、柔軟な対応が可能であるため。 

応募資格要件 

・３社以上の共同企業体であることとし、うち少なくとも１社は管内に本店を有す

る企業であること。 

・共同企業体の代表者は、経営事項審査で 1,000点以上を取得していること。 

・うち少なくとも１社は、廃棄物処理業の許可または相当の経験を有していること。 

等 

応募資格要件の考え方 

・地元企業、地元雇用に配慮したこと。 

・事業規模や大量の重機の調達能力等を総合的に勘案すると、代表企業には大手ゼ

ネコンが必要であったこと。 

・業務の確実性、安全性から、廃棄物処理業の許可や過去の実績の有無を重視した

こと。 

 

２ 地区別の状況 

(1) 久慈市 

久慈地区の業務について、災害廃棄物の発生量が比較的少なかったため、当初は破砕・選

別設備を設置する予定は無かったが、処理期限までに処理を終了するためには、青森県内の

セメント工場を主要な処理先とする必要があった。セメントの原燃料として使用するために

選別の必要が生じたことなどを検討した結果、久慈地区でも破砕・選別設備を設置すること

とした。そのため、ほかの３地区よりも業務契約の締結が約４か月遅れた。 

なお、災害廃棄物の量、処理先、実際の処理効率など、業務を発注する時点では不確定な

要素が多いため、業務契約を平成 25 年３月 31 日で一旦区切り、その時点での最終処理量、

最終処分先等の状況を踏まえたうえで、処理期限である平成 26 年３月 31 日までの業務につ
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いて再発注を行うこととした。この再発注に当たり、プロポーザル選定委員会の委員で構成

した岩手県災害廃棄物処理業務検証委員会（平成 24年 11月）を開催し、「各地区の共同企業

体ともに提案内容に沿って要求水準以上の実績をあげ、効率化にも努めており、本事業実施

者として優良である」と評価されたことから、当初業務を契約した業者との再契約を締結し

た。 

 

(2) 釜石市 

釜石市では、災害廃棄物の撤去、リサイクル、処分の一連の事業において、その適正な処

理・運搬等を安全・効率的かつ経済的に遂行するとともに、適正な本格的事業に資する情報

を取得することを目的として、本格事業実施前に試行事業（平成 23年 7月 25日～同年 10月

31 日）を行った。その結果を踏まえ、災害廃棄物の中間処理、運搬、最終処分を本格的に行

う釜石市災害廃棄物処理事業（混合廃棄物処理）を平成 23年 12月 27日から開始した。 

 

(3) 大船渡市 

早期の復旧・復興のためには、大量の災害廃棄物を迅速に処理することが不可欠であるこ

とから、太平洋セメント株式会社大船渡工場（以下、「太平洋セメント大船渡工場」という。）

を処理の中核とした災害廃棄物処理と当該業務に係る施工監理業務について、独自の処理計

画を策定した。太平洋セメント大船渡工場では、平成 23 年６月 22 日から災害廃棄物の試験

焼却を開始する予定としており、二次選別・破砕から処理までの体制構築が急務となってい

た。そこで、災害廃棄物処理の実績、ノウハウ、施工能力、地域経済への波及効果等を考慮

し、地元事業者を含む共同企業体に災害廃棄物処理業務（二次選別・破砕、仮置場管理等）

を委託し災害廃棄物の処理を進めた。 

 

(4) 陸前高田市 

陸前高田市の災害廃棄物の推計量は、平成 23年 8月 30日に策定された県詳細計画におい

て県内で最大の約 93万ｔとされ、その膨大な量を平成 26年３月末までに処理を終えるため、

陸前高田市独自の処理計画を策定し、処理を行った。 

一次仮置場までの集積及び粗選別については、行方不明者の捜索や生活圏から災害廃棄物

を早期に撤去する必要があることから、市内の地理を熟知し重機作業に長けている地元業者

により行った。二次選別及び破砕についても、早期に選別及び破砕施設を設置し処理に着手

しなければならないことから、廃棄物処理に精通し県内での実績を有する事業者と、地元雇

用及び被災者雇用を確保できる地元企業との共同企業体が処理を行った。 
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３ 積算 

各地区の業務において、発注時の予定価格や契約変更時の委託額を算定するための積算につい

ては、それぞれの共同企業体等から徴収した見積を基本として実施した。 

積算を行うに当たり、環境省からは破砕・選別作業のための標準的な積算基準が示されなかっ

たことから、専用のプラントを設置して処理作業を行うという当該作業の形態が、下水道の「ポ

ンプ場工事、処理場工事及びこれに類する工事」に近いものと判断し、岩手県県土整備部「土木

工事標準積算基準書（共通編）」に定める工種区分「下水道工事（３）」の適用により諸経費を算

出した地区が多かった。 

なお、契約業務を平成 26年度へ繰り越した地区においては、平成 26年４月１日に施行された

消費税率の改訂（５％から８％）を積算に反映させた。また、労務費や資材費等の高騰に伴うイ

ンフレ条項を適用した地区もあり、これらの要素を盛り込んだ場合の積算には腐心した。 

 

４ 破砕・選別処理作業 

(1) 業務範囲 

今回県が実施した破砕・選別処理の主な業務範囲は、図 3.5.1 に示す災害廃棄物処理の流

れのうち赤色破線で囲んだ部分である。具体的には、一次仮置場に運搬された災害廃棄物の

粗選別、一次仮置場から二次仮置場への運搬、二次仮置場での破砕・選別、二次仮置場から

処理・処分先への搬出である。 
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(2) 標準的な処理の流れ 

今回実施した処理の標準的な処理の流れは次のとおりである。 

 

 

 

(3) 場外搬出物の品質管理 

破砕・選別をした物について、各受入先（焼却炉、最終処分場など）の基準に応じて、組

成、塩分、放射性物質濃度、空間放射線量等の測定による品質管理を行うとともに、必要に

応じて対象物を地面に広げて異物混入の有無を確認する「展開検査」を実施した。また、津

波堆積物やコンクリートがらに由来する復興資材は、前述のとおり県復興資材マニュアルに

基づく品質管理を行った。 
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東日本大震災津波における復興資材活用 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

１ 県復興資材活用マニュアルの策定 

災害廃棄物発生総量 618万ｔを種類別にみると、津波堆積土及びコンクリートがらが約 409

万ｔ（約 66%）を占める。これらを復興資材として迅速に処理し、活用することが、処理期限で

ある平成 26 年３月末までの処理終了には不可欠であった。また、約 114万ｔ（約 18％）を占め

る不燃系廃棄物についても、できるだけ資材化し、活用することが求められた。 

環境省では、「東日本大震災津波からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の

再生材の活用について（通知）」（平成 24年５月 25日付け環境省通知）により、災害廃棄物由

来の資材（復興資材）を復旧復興のための公共工事に活用する方針を示した。 

これらを受けて、県内で統一した基準を設け、資材としての性能を活用者に示すことによる

活用促進を目指し、平成 24年６月 29日に県復興資材活用マニュアルを策定した。その策定に

あたっては、環境への有害性に加え、盛土材料や埋立材等としての品質評価等を示す必要があ

り、土木専門的な検証が必要であったため、公益社団法人地盤工学会から技術指導と監修を得

た。 

県復興資材マニュアルの判定基準に適合した復興資材は、土木資材等として十分活用できる

が、沿岸部では高台造成事業等で大量の土砂が発生することが予想されていたため、当初、各

公共工事所管部局が災害廃棄物由来の復興資材の活用に慎重であった。そのため、関係部局へ

の復興資材活用の依頼や、活用者を対象とした「復興資材活用促進セミナー」を開催するなど、

積極的に復興資材の活用促進に努めた。 

 

２ 復興資材の活用状況 

生産した復興資材は、全量を国、県及び市町村の公共事業に供給した。 

復興資材の種類 工事の種類 量 

津波堆積土 

（分別土Ａ種） 

海岸堤防復旧 

海岸防災林復旧 

漁港災害復旧 

道路復旧 

河川災害復旧 

圃場整備 

運動場整備 

仮置場造成 

公園事業 

土地区画整理事業 

その他かさ上げ工事等 

約 135 万 t 

津波堆積土 

（分別土Ｂ種） 

約 48万 t 

コンクリートがら（再生砕石） 約 225 万 t 

土木資材 

（太平洋セメント大船渡工場製造） 

約 47万 t 
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３ 復興資材の課題 

復興資材は大量に発生するため、二次仮置場とは別の場所で保管していたが、保管スペース

が不足したため復興資材を二次仮置場から搬出できなくなり、復興資材の生産が滞るといった

事態が度々発生した。 

また、災害廃棄物処理と復興工事のスケジュールに大幅なずれがあり、活用に至るまでには、

活用場所、時期、量、運搬方法など、細かい調整が必要であった。すみやかな復興資材の引渡

しについて公共事業担当部局と調整を進め、活用に至った工事もあるが、調整できずに苦労し

た事態も多数あった。 

また、今回の災害廃棄物処理においては大量の復興資材を製造したが、住宅の高台移転のた

めの土地造成により膨大な量の切土（自然土）も発生したことから、全県で広域的な土量の需

給調整が必要となった。 

今後は、公共工事部局との連携を強化し、災害時の復興資材の安全性を担保する等して、優

先的な活用につながる仕組みを検討する必要がある。 

なお、こうした取組を進めるため、公益社団法人地盤工学会においては、「災害廃棄物から再

生された復興資材の有効活用ガイドライン（平成 26年 10月）」を策定し、復興資材等の品質管

理のほか環境安全性の考え方や設計施工を行う上での技術的事項をとりまとめている。 
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仮設焼却炉の設置等 

出典：災害廃棄物対策指針 

 

 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 
【技1-16-1 破砕・選別機の種類】  

【技1-16-2 仮設破砕機の必要基数の算定方法】  

【技1-16-3 選別・処理の方法】  

【技1-17-1 仮設焼却炉の種類】  

【技 1-17-2 仮設焼却炉の必要基数の算定方法】 

【技 1-17-3 仮設焼却炉の解体・撤去】 
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東日本大震災津波における焼却処理 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

１ 沿岸施設での処理 

本県沿岸部市町村における一般廃棄物の処理は、宮古地区広域行政組合及び岩手沿岸南部広域

環境組合、久慈広域連合（構成市町村は表 3.9.1 のとおり。）が設置する焼却施設で行われてい

る。当該施設は、通常発生する生活ごみを処理することを想定して設置されているため、それ以

外を受け入れる余力が少ない状況にあった。しかし、災害廃棄物は管内の市町村で発生したもの

であり、原則として一般廃棄物であることから、それらの焼却施設において可能な限り処理が行

われた。 

 

(1) 久慈地区ごみ焼却場（久慈広域連合） 

東日本大震災津波による施設の損傷等はなく、平成 23年７月から構成市町村の可燃物の焼

却処理を開始した。平成 26年３月までに約 2,700ｔの可燃物を焼却処理した。 

(2) 宮古清掃センター（宮古地区広域行政組合） 

東日本大震災津波による施設の損傷等はなく、平成 23年 6月から構成市町村の可燃物につ

いて焼却処理を開始した。平成 26年３月までに約 16,000ｔの可燃物を焼却処理した。 

 

(3) 岩手沿岸南部クリーンセンター（岩手沿岸南部広域環境組合） 

岩手沿岸南部クリーンセンターは、平成 23年４月から新規に稼働する予定であり、発災当

時は試運転中であった。東日本大震災津波により送電線複数本が損傷したが、復旧の作業を

進め、同年４月 11日には２炉中１炉を稼働、３日後の４月 14日には全面稼働に至った。同

年５月から災害廃棄物の受入れを開始し、平成 26年３月までに約 30,000ｔの可燃物及び漁網

を処理した。 

施設名 
処理能力 

（ｔ/日） 

余剰能力 

（ｔ/日） 

処理実績 

（ｔ） 
構成市町村 

久慈地区ごみ焼却場 120 10 2,700 洋野町、久慈市、野田村、普代村 

宮古清掃センター 186 27 15,800 田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町 

岩手沿岸南部クリーンセンター 147 50 30,400 大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 

 

２ 県内内陸施設での処理 

県内陸部の市町村等にあっても沿岸部と同様、管内から発生する生活ごみ以外を受け入れる余

力は少ない状況にあった。しかし、災害廃棄物は一般廃棄物であることから可能な限り自圏内で

処理すべきものであり、既存の施設を活用することに経済的な合理性があると考えられた。また、

災害廃棄物を問題なく処理できるという先行事例を示すことによって、広域処理の促進を図るた
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めにも県内内陸部焼却施設での処理が重要であった。 

そこで、平成 23年４月に内陸の市町村等に対して沿岸部の災害廃棄物を受け入れることが可

能か調査を実施した。このうち、処理能力の余力で災害廃棄物を受け入れることが可能であると

回答した 10 施設について、災害廃棄物の処理協力依頼を行い、搬出する廃棄物の性状や数量に

ついて調整を進めた。 

同年６月 10 日、岩手県知事名で余力のある市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」とい

う。）を対象として処理協力依頼通知を発し、７月 12日、19日に内陸処理調整計画策定会議を開

催した。調整計画では、被災市町村における災害廃棄物発生量と内陸市町村における焼却施設の

余剰能力及び運搬距離を考慮し、処理の調整を行った。さらに８月 30日に県詳細計画を策定し

具体的な処理予定量を施設ごとに提示した。以後、盛岡市を事務局とする岩手県市町村清掃協議

会を窓口として関係市町村等との調整を進め、順次実施していった。 

なお、被災地に隣接する遠野市は、復興支援の前線基地となったため、多くの自衛隊やボラン

ティアが滞在することになった。そのため生活ごみの排出が増加し、受入れが困難となる状況も

生じた。 

 

 

施設名 
処理能力 

（ｔ/日） 

余剰能力 

（ｔ/日） 

処理実績 

（ｔ） 
受入対象の被災市町村 

二戸地区クリーンセンター 60 2 300 洋野町 

八幡平市清掃センター 50 9 3,300 久慈市 

岩手・玉山環境施設組合ごみ焼却施設 28 3 400 普代村 

滝沢・雫石環境組合清掃センター 100 25 5,400 田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町 

盛岡市クリーンセンター 270 20 7,900 田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町 

盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ焼却

施設 
160 11 3,700 大槌町、陸前高田市 

花巻市清掃センター焼却施設 171 10 4,900 釜石市 

北上市清掃事業所 70 10 7,300 大船渡市 

胆江地区衛生センター 240 10 3,200 大槌町 

大東清掃センターごみ焼却施設 147 50 1,800 大槌町 

いわて第２クリーンセンター  - 17,100 

洋野町、久慈市、野田村、普代村、 

田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、大

船渡市、陸前高田市 
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東日本大震災津波における仮設焼却炉の設置等 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

１ 仮設焼却炉の設置の背景 

県実行計画において、可燃物の処理は、県内の現有焼却施設（市町村等・民間セメント工場）での

処理を優先することとしたが、これらの施設だけでは処理期限である平成 26年３月までに処理を終了

できないことから、仮設焼却炉の設置が必要であった。 

 

(1) 仮設焼却炉の設置 

県実行計画では、１日あたり可燃物の要処理量は 1,150ｔ/日であったが、県内既存施設の余

剰能力は 655ｔ/日であったことから、残る 495ｔ/日を別途処理しなければならなかった。そ

こで広域処理と仮設焼却炉での処理を検討した。広域処理での処理期待量や、県内最終処分場

での焼却灰の埋立可能量などを勘案し、仮設焼却炉の施設規模は 200ｔ/日程度と設定すること

とした。 

釜石市には、平成 23 年１月に休止した旧釜石市清掃工場（溶融炉。以下「釜石仮設炉」と

いう。）があった。市内に仮設焼却炉を新たに建設することも考えられたが、用地の確保や建

設工期などを考慮すると、当該溶融炉を仮設焼却炉として活用できれば、早期に可燃物処理の

開始が可能であることから、震災後、旧施設の復旧の可能性について調査を実施した。その結

果、必要な整備をすれば、再稼動可能との判断に至り、仮設焼却炉（109ｔ/日）として利用す

ることとした。 

宮古市への仮設焼却炉の設置については、被災市町村の災害廃棄物量、県内既存焼却施設の

配置、運搬効率を勘案し、宮古市内に建設することとした。 

施設能力（95ｔ/日）については、釜石仮設炉の施設能力と併せて計画処理量の 200ｔ／日程

度を確保できること、これ以上の施設能力となると、排ガスの法規制値が厳しくなり、建設工

期の長期化や用地の確保が難しいことなどから総合的に判断し決定した。 

 

施設名称 
宮古地区内仮設焼却炉 

（宮古仮設炉） 

旧釜石市清掃工場 

（釜石仮設炉） 

設置主体 岩手県 釜石市 

設置場所 
宮古市小山田第２地割 71 

（宮古地区広域行政組合敷地内） 
釜石市栗林町２-９ 

敷地面積 8,874㎡ 
約 15,000㎡ 

（付帯施設含む） 

処理能力 95t/日(47.5t/日×２基) 109t/日(54.5t/日×２基)  

炉形式 固定床式ストーカ炉 シャフト炉式ガス化溶融炉 
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（2） 事業者の選定 

宮古地区内仮設焼却炉（以下、「宮古仮設炉」という。）は、同地区の市町村から事務委託を

受けた県が設置主体となり、事業者が施設を建設し、県がそれを期間中借受ける（賃貸借）と

いう形で施設を設置した。事業者の選定については、適正かつ確実に期限内までに可燃物を処

理する必要があったことから、企画提案（プロポーザル）方式により事業者を募った。実績、

建設工期、費用、設備仕様及び運転管理方法などを事業者選定委員会で評価し、最高得点者と

随意契約を行い、平成 23年９月より施設の建設にとりかかった。 

釜石市では、釜石仮設炉の設計施工事業者と再稼動に向けた整備（運転管理委託含む）につ

いて随意契約を行い、同 23年 10月より施設の整備にとりかかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設置の流れ等（宮古仮設炉） 

(1) 建設場所の選定 

宮古仮設炉の建設用地の選定基準は、① 8,000 ㎡～10,000 ㎡の土地が比較的容易に確保で

きること、② 焼却炉運転のための電気、用水の確保ができること、③ 廃棄物の運搬が比較的

容易であること、④ 余震、高波の影響を受けないこと、⑤ 居住地域から一定の距離が確保で

きることを条件とし、宮古市内のいくつかの候補地について、宮古市等と検討した結果、小山

田地区（宮古地区広域行政組合敷地内）が設置場所の最適地と判断した。当該場所では、同一

敷地内に一般廃棄物処理のため焼却施設、リサイクル施設及び最終処分場が敷地内で既存施設

として管理・運営されており、スペースにまだ余裕があるとともに地域住民の理解もあったこ

とから、仮設焼却炉の設置場所となった。 

(2) 生活環境影響調査 

廃棄物処理法第９条の３第２項は、市町村が一般廃棄物処理施設等を設置する際、条例で定

めるところにより、生活環境影響調査を縦覧すること等を義務づけている。しかし宮古仮設炉

は、県が設置主体であったこと、宮古市に設置条例（告示縦覧手続きの義務規定）がなかった

こと、可燃物の処理を早急に開始する必要があったことなどから、県の裁量（廃棄物処理法の

基本に沿い）により、生活環境影響調査に係る手続きを簡易化（告示後 1週間の縦覧）し、設

置までの時間短縮を図った。 

★ 平成 27年条例改正により手続きの簡素化が可能となった。 

 

 

宮古仮設炉 釜石仮設炉 
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３ 処理実績 

(1) 処理量・灰搬出量 

宮古仮設炉は平成 24 年３月より、釜石仮設炉は同年２月より災害廃棄物を受け入れ、処理

を開始し、両仮設炉とも平成 26 年３月末まで処理を行った。稼動期間中の処理量及び処理残

さ搬出量については、表 3.10.2のとおりである。 

稼動期間中、宮古仮設炉は、処理飛灰中の鉛溶出量の基準値超過があり、原因調査や対策を

実施したため、平成 25年 10月 19日から同年 12月１日の間、焼却処理を停止したが、その他

の期間については順調に稼動し、概ね計画処理量を焼却処理した。宮古仮設炉では、主灰・処

理飛灰は、いわてクリーンセンター処分場（奥州市）、宮古地区広域行政組合一般廃棄物最終

処分場（宮古市）で埋立処分した。 

釜石仮設炉は、平成 26年３月までに約６万ｔの可燃物処理を目指し、平成 24年２月に再稼

働による処理を開始した。稼働期間中の終盤で、老朽化が著しい 1号炉のやむを得ない稼働停

止もあったが、土砂分を多く含有し、発熱量も低い等、一般廃棄物と大きく性状が異なる災害

廃棄物に対し、施設の運転方法や設備改修等の対策を講じながら、当初の計画処理量の約 75％

の可燃物を処理した。釜石仮設炉では、溶融炉のため主灰の発生はなく、最終的に溶融物のス

ラグとメタルと飛灰が発生するが、溶融物については有価物として売却処分し、処理飛灰につ

いては、いわてクリーンセンター処分場で埋立処分した。 

 

表 3.10.2 処理量・灰搬出量 

施設名称 宮古仮設炉 釜石仮設炉 

処理量 55,314 ｔ 44,723 ｔ 

処理残さ 

搬出量 

スラグ 

メタル 

― ｔ 

― ｔ 

14,314 ｔ 

3,677 ｔ 

主灰 18,791 ｔ ― ｔ 

処理飛灰 1,171 ｔ 3,857 ｔ 

 

(2) 処理対象物 

宮古仮設炉では、宮古地区（田野畑村、岩泉町、宮古市）及び山田町に設置された二次仮置

場から搬出された 150ｍｍ以下の廃木材、可燃性粗大ごみ、畳・わら、布団、建築廃材などの

混合物である。その他処理困難物として、廃プラスチック、発泡スチロール、コルク、漁網、

ふるい下くず（木片まじりの土砂）、ウエス（長尺布）についても混焼率や投入方法を調整し

焼却処理した。 

釜石仮設炉では、釜石市内の二次仮置場で選別処理された可燃物を受け入れ、溶融処理を実

施した。処理対象物は 500ｍｍ以下の廃プラスチック、畳、布団、廃家電、漁網、廃タイヤ等

を溶融処理し、異なるごみ性状の災害廃棄物（土砂分を多く含有し、発熱量が低い等）につい

ても、投入方法を調整し溶融処理した。 
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４ プラント設備における処理の流れ 

(1) 宮古仮設炉 

搬入された災害廃棄物は、ごみ搬入ヤード（保管場所）に種別毎に荷おろしされ、重機（ホ

イルローダ）を使用して、ごみ搬入ヤード内で廃棄物を攪拌・混合し、ごみ投入口に投入され

る。 

ごみ投入口より廃棄物が焼却炉に投入され、固定床火格子上で燃焼し、主に灰分と燃焼ガス

に分離され、主灰については冷却装置を通過後、最終処分場へと場外搬出される。 

燃焼ガスは二次燃焼室からガス冷却室を通り、バグフィルタ（ろ過式集じん器）にて飛灰と

清浄なガスへと分離する。原灰（飛灰）は重金属安定剤にて処理後、最終処分場へと場外搬出

され、清浄なガスについては、排気筒（煙突）より大気へ放出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バーナ

焼却炉

排
気
筒

誘引通風機

押込送風機

ガス冷却室
バグフィルタ

最終処分場

灰冷却装置

飛灰処理重金属安定剤
（キレート剤）

(消石灰)

(活性炭)

二次送風機

噴射水（井水）

災害廃棄物
(可燃物）

二次燃焼室

灰出ﾌﾟｯｼｬｰ

固定床火格子

(灯油)

主灰 処理

飛灰

原灰

ごみ搬入ヤード搬入状況 焼却処理対象物 
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(2) 釜石仮設炉 

搬入された災害廃棄物は、ごみピット（下記図参照）に直接荷おろしされ、ごみクレーンを

使用してごみピット内で攪拌・混合した後、溶融炉に投入される。 

溶融炉内で廃棄物は熱分解され、主に灰分・不燃分と燃焼ガスに分離される。灰分、不燃分

は炉底部で完全に溶融され、出湯口から定期的に排出され、スラグ・メタルとして有価物とし

て売却される。 

燃焼ガスは燃焼室へ送られ、排ガス温度調節器、第２ガス冷却室を通り、ろ過式集じん器に

て、集じん灰（飛灰）とガスへと分離。飛灰は無害化処理装置（重金属安定剤）にて処理後、

最終処分場へと場外搬出される。ガスは、触媒反応塔にてダイオキシン類の濃度を低減され、

清浄なガスとなって煙突より大気へ放出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 設備の解体について 

宮古仮設炉は、平成 26年４月から施設の解体、撤去にとりかかった。焼却炉の解体作業に際し、

ダイオキシン類の周辺環境への飛散防止などを配慮し関係法令等を遵守し作業を行い、土壌調査

や整地工事を実施のうえ、同年９月末に県から土地所有者である宮古地区広域行政組合へ借地を

返還した。 

釜石仮設炉の解体については、施設跡地に資源物（缶・瓶など）保管施設のストックヤードを拡

張整備する計画としており、平成 26年 12月末現在、解体工事等の発注に向け準備を進めている。

なお、当該施設の解体工事等は災害等廃棄物処理事業でなく、循環型社会形成推進交付金事業で

実施するものである。 
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